
Ⅴ 医師、保健師、管理栄養士等に行う具体的な研修プログラム 

分野 学習内容 時間 教育方法 

１）健診・保健指導の理念 １．基礎編 

２）保健指導対象者の選定と階層化 

３）保健指導（概論） 

保健指導の基本的事項（「情報提供」、「動機づ

け支援」、「積極的支援」の概要） 

４）保健指導（各論） 

 保健指導の特徴（身体活動・運動、食生活、たば

こ、アルコール） 

５）ポピュレーションアプローチとの連動 

１３５分 

（３単位） 

・講義 

・演習 

・通信及び

レポート 

１）健診・保健指導事業の計画策定（演習による各

種データ分析を含む） 

２）健診・保健指導事業の評価（演習を含む） 

２．計画・ 

評価編 

３）アウトソーシングの進め方 

 

３６０分 

（8 単位） 

 

・講義 

・演習 

１）メタボリックシンドロームの概念 

  健診結果と身体変化・生活習慣の関連 

２）行動変容に関する理論 

３）生活習慣改善につなげるためのアセスメント・

行動計画 

４）「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」の

内容 

 

１３５分 

（３単位） 

 

・講義 

・演習 

５）生活習慣病予防に関する保健指導 

 ・身体活動・運動に関する保健指導 

３．技術編 

・講義 

・演習 
１３５分 

 ・食生活に関する保健指導 
（３単位） 

 
 ・たばこ・アルコールに関する保健指導 

 ・歯の健康に関する保健指導 

 ・保健情報・学習教材の選択 

１）～５）を踏まえた保健指導の展開（演習） ９０分 

（2 単位） 

・講義 

・演習 

８）保健指導の評価 ４５分 ・講義 

（１単位） ・演習 

合  計 ９００分 

（20 単位） 
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・研修内容については、職種により異なることが考えられるため、それぞれの

研修企画者が、研修の目的及び対象者等から研修内容を設定することが望ま

しい（例えば、①医療保険者の医師、保健師、管理栄養士及び一定の保健指

導の実務経験のある看護師は、基礎編、計画・評価編、技術編を受講する。

また、②医療保険者ではない医師、保健師、管理栄養士及び一定の保健指導

の実務経験のある看護師は、基礎編、技術編を受講する。③運動指導士、事

業場における労働者の健康保持増進のための指針に基づく運動指導、産業栄

養指導、産業保健指導担当者は、基礎編、技術編を受講する。④事務職は、

基礎編、計画・評価編を受講する等）。 

・特定健診・特定保健指導に関する知見は、医学、看護学、栄養学等からの実 

践及び研究の蓄積により科学的根拠が示されていくものであるため、研修の

内容もそれらに併せて変更していくことが考えられる。そのため、研修は５

年ごとに受講することが望ましい。 
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３．研修プログラムの組立てに際して（留意点） 

 

  ①プログラム全体について 

・ 効果的な研修を行うためには、〔事前学習〕→〔講義を中心とした研

修〕→〔実践〕→〔演習を中心とした研修〕など段階的な研修プログ

ラムを組むことが望ましい。 

・ また、研修日数が十分に確保できる場合は、講義に加えてグループワ

ーク、シミュレーション、ロールプレイなどの演習を取り入れること

が効果的である。 

 

②講義の順序性について 

   ・生活習慣の改善につなげる保健指導の講義は、概論と各論で重複する

部分があるが、効果的に進めるためには、概論を先に講義することが

望ましい。保健指導の概論と各論を担当する講師は、重複することを

認識した上で講義を行う必要があり、研修を企画する者はその調整を

行うことが必要である。 

   

  ③講義内容について 

・健診・保健指導の実践者を対象としたプログラムでは、効果的な保健指

導を行うための個別対象者に対する保健指導方法の習得に加え、ポピュ

レーションアプローチについても併せて習得することが必要である。 

 

④研修を担当する講師について 

   ・研修を担当する講師は、以下のいずれかの要件を満たすものとする 

１）医師、保健師、管理栄養士で、特定健診・保健指導について国が

実施する中央レベルの研修を受講した者 

２）医師、保健師、管理栄養士としての一定の経験があり、特定健診・

保健指導の専門的知識及び技術をもつ者 
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参考資料） 

平成 19 年度 健診・保健指導に関する企画・運営・技術研修プログラム 

 

健診・保健指導に関する研修を企画する者に対して行う研修（リーダー研修） 

 

1．事前学習 

１）「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」，「学習教材集（確定版）」，

「効果的な保健指導の事例集」を一読すること。 

２）所属の研修計画について提出すること。 

 

２．研修プログラム 

（1 日目） 

時 間 内 容（担当者） 

10：00-10：20 

(20) 
開講式・オリエンテーション 

10：20-10：40 

(20) 
健診・保健指導の事例①(千葉県における準備事業) 

10：40-11：00 

(20) 
健診・保健指導の事例②(厚生労働省における取り組み) 

11：10-12：40 Ⅰ．特定健診・特定保健指導の基本的な考え方 

（1）健診（概論） (90) 

13：40-14：40 

(60) 

Ⅰ．特定健診・特定保健指導の基本的な考え方 

（2）保健指導（概論） 

14：50-15：50 

(60) 
Ⅱ．特定健康診査等実施計画と後期高齢者支援金の加算・減算

16：00-16：50 
Ⅲ．特定健診・特定保健指導事業の実施体制 

(50) 

17：00-17：30 

(30) 
ポピュレーションアプローチのすすめ方 

18：00-19：30 

（90） 
情報交換会（テーマ別） 
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（2 日目） 

 事務職向け 技術職向け 

9：30-11：00 Ⅳ．特定健診・特定保

健指導の事務手続きに

ついて 

 

Ⅴ．特定健診・特定保健指導の実際：

コーディネーター 

（１）食生活指導のポイント 

（２）運動・身体活動指導のポイント

（90） 

（３）たばこ・アルコール指導のポイ

ント 

11：10-12：30 

(80) 
Ⅵ．特定健診・特定保健指導の企画・立案・評価とデータ分析

13：30-16：00 

（150） 

シンポジウム「効果的な健診・保健指導のすすめ方」 

・地域保健からの事例 

・職域保健からの事例 

・健診・保健指導機関からの事例 

16：10-16：30 

  （20） 

Ⅶ．特定健診・特定保健指導の研修企画・評価 

（１）研修ガイドラインについて 

16：40- 18：00 

（80） 

Ⅶ．特定健診・特定保健指導の研修企画・評価 

（２）実際のすすめ方 

・健診・保健指導の研修に関する事例報告 

・健診・保健指導の研修の企画・評価に関する演習の説明 

18：00- 情報交換会（都道府県単位など） 

 

（3 日目） 

9：30-12：00 

（150） 

Ⅶ．特定健診・特定保健指導の研修の企画・評価：（２）演習 

１）研修対象者の設定 

２）研修の目的・目標の設定 

３）研修内容の設定 

４）研修方法の設定 

５）研修に係わる講師の設定 

６）研修の評価の設定 

Ⅶ．健診・保健指導の研修の企画・評価 13：00-13：50 

（３）演習発表 （50） 

14：00-15：00 
質疑応答 

（60） 

15：00-15：20 
閉講式 

(20) 
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